
ＪＡの自動車共済から日常生活の思わぬ   

トラブルによる賠償責任に備える保障が登場！！ 
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まさかの事故時、 

相手方との交渉は、 

ＪＡ共済におまかせください！ 

この特約で共済金の支払い対象となる事

故について、被共済者の申し出があり、

かつ相手方の同意が得られれば、ＪＡ共

済は被共済者のために示談交渉をお引き

受けします。 

※被共済者の過失がない場合などは、 

ＪＡ共済が示談交渉を行うことができま

せん。 

年間共済掛金1,890 円
（一時払） 

支払限度額２億円 

 

お支払い・サービスのご利用にあたっては所定の条件があ

ります。この資料は概要を説明したものです。詳細につきま

しては「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」およ

び「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。 
お問い合わせは・・・ 

ＪＡ直鞍 本・支所の共済窓口へ 

【20404300325】 

もしものときは！≪ＪＡ共済 日常生活事故対応センター≫ 

０１２０－６２８－９３１ 

示談交渉サービス付 
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